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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第５部門第１区分
【発行日】平成27年6月18日(2015.6.18)

【公表番号】特表2013-528738(P2013-528738A)
【公表日】平成25年7月11日(2013.7.11)
【年通号数】公開・登録公報2013-037
【出願番号】特願2013-508432(P2013-508432)
【国際特許分類】
   Ｆ０２Ｃ   7/28     (2006.01)
   Ｆ０１Ｄ  25/00     (2006.01)
   Ｆ０１Ｄ  11/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｆ０２Ｃ    7/28     　　　Ｃ
   Ｆ０１Ｄ   25/00     　　　Ｍ
   Ｆ０１Ｄ   25/00     　　　Ｘ
   Ｆ０１Ｄ   11/00     　　　　

【誤訳訂正書】
【提出日】平成27年4月27日(2015.4.27)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　二次燃焼室（１）と低圧タービンの第一の案内ベーン列（２）を備えたガスタービンで
あって、
　前記第一の案内ベーン列が、前記二次燃焼室のすぐ下流側に配置されており、
　二次燃焼室（１）の半径方向で外側の境界部が、少なくとも一つの外壁セグメント（４
）により形成されており、この外壁セグメントが半径方向で外側に配置された少なくとも
一つの支持要素（５）に固定されており、
　高温ガス（３）の流路が、少なくとも一つの案内ベーン支持部（８）に少なくとも間接
的に固定された外側プラットフォーム（６）によって、案内ベーン列の領域内で、外側に
半径方向で画定されており、そして
　外壁セグメント（４）と外側プラットフォーム（６）の間に、入口領域内で軸方向に１
～２５ｍｍの範囲の幅（Ｂ）を有する、ほぼ半径方向に延びているギャップ状のキャビテ
ィ（９）が設けられているガスタービンにおいて、
　少なくとも一つの段要素（２２，２２’，２２”）が入口領域内に配置されており、こ
の段要素により、キャビティ（９）内の高温ガス流の流れ方向（１１）に対してほぼ垂直
に延びている少なくとも一つの段部（２８）において少なくとも１０％だけ前記幅（Ｂ）
が減少していることを特徴とするガスタービン。
【請求項２】
　段要素（２２，２２’）が、タービンの軸に関して環状に形成されていることを特徴と
する請求項１に記載のガスタービン。
【請求項３】
　段要素（２２，２２’）が、セグメント状に環状に形成されており、このようなセグメ
ント（２２”）が、各案内ベーン（２６）に半径方向に外側で割当てられていることを特
徴とする請求項１または２に記載のガスタービン。
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【請求項４】
　段要素（２２）がリブの形態で形成されており、このリブがキャビティ（９）に隣接し
た外側プラットフォーム（６）の壁領域（１２）に取付けられるかあるいは一体的に成形
されており、かつ軸方向横断面がほぼ長方形であることを特徴とする請求項１～３のいず
れか一つに記載のガスタービン。
【請求項５】
　外側プラットフォーム（６）が、中間リング（７）により案内ベーン支持部（８）に固
定されており、外側プラットフォーム（６）の壁領域（１２）に半径方向に隣接したキャ
ビティ（９）の別の壁領域（１３）が、この中間リング（７）により形成されていること
を特徴とする請求項１～４のいずれか一つに記載のガスタービン。
【請求項６】
　キャビティ（９）が、さらに案内ベーン支持部（８）と支持要素（５）の間で延びてい
ることを特徴とする請求項１～５のいずれか一つに記載のガスタービン。
【請求項７】
　前記幅（Ｂ）が、段部（２８）により少なくとも２０％だけ縮小されていることを特徴
とする請求項１～６のいずれか一つに記載のガスタービン。
【請求項８】
　少なくとも一つの段要素（２２）が、外側プラットフォーム（６）かつ壁セグメント（
４）の壁（１５）および／または壁領域（５）に配置されていることを特徴とする請求項
１～７のいずれか一つに記載のガスタービン。
【請求項９】
　段要素（２２）が外側プラットフォーム（６）の壁領域（１２）にだけ配置され、壁セ
グメント（４）の対向する壁（１５）には何も配置されていないことを特徴とする請求項
１～８のいずれか一つに記載のガスタービン。
【請求項１０】
　段要素（２２）の半径方向で外側のキャビティの幅が、入口領域の最初の幅（Ｂ）に実
質的に再度拡張することを特徴とする請求項１～９のいずれか一つに記載のガスタービン
。
【請求項１１】
　入口領域での幅（Ｂ）が、軸方向で２～１５ｍｍの範囲内にあることを特徴とする請求
項１～１０のいずれか一つに記載のガスタービン。
【請求項１２】
　入口間隙を局部的に狭める環状の突出部（１８）が、直接、キャビティ（９）に通じる
入口間隙（１７）において、外壁セグメント（４）の壁（１５）上に形成されていること
を特徴とする請求項１～１１のいずれか一つに記載のガスタービン。
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